
 土地収用法（昭和 26 年法律第 219 号）第 45 条の２の規定により収用の裁決手続の開始を決定したので、次の

とおり公告する。 

 

  平成 19 年５月 22 日 

鳥取県収用委員会会長 寺 垣 琢 生   

 

１ 起業者の名称 

鳥取県 

２ 事業の種類 

  鳥取都市計画道路事業３・４・８号宮下十六本松線及び３・５・３号美萩野覚寺線 

３ 収用の裁決手続の開始を決定した年月日 

  平成 19 年５月 14 日 

４ 収用の裁決手続の開始を決定した土地の所在、地番、地目及び地積並びに土地所有者及び土地に関して権利

を有する関係人 

 

 

土      地 

 

土地所有者 
土地に関して権利

を有する関係人 

地 目 全筆の地積（㎡） 

所在 地番 

土地の

登記記

録上の

もの 

現況 

土地の登

記記録上

のもの 

実測 

収用の裁

決手続の

開始を決

定した土

地の地積

（㎡） 

氏名 住所等 氏名 住所等

鳥取市

松並町

二丁目 

230－

３ 

宅地 宅地 63.66 63.95 13.92 岸田政雄 鳥取市

松並町

二丁目

228 

なし なし 

 


